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本
法
律
案
は
、
障
害
者
の
雇
用
情
勢
が
厳
し
さ
を
増
す
中
で
、
企
業
組
織
の
再
編
の
活
発
化
、
技
術
革
新
等
に
よ
る
職
場
環

境
の
改
善
等
障
害
者
雇
用
を
取
り
巻
く
状
況
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
そ
の

職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
障
害
者
雇
用
率
の
算
定
に
係
る
除
外
率
制
度
の
見
直
し
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
障
害
者
雇
用
率
の
算
定
方
式
の
見
直
し

１

障
害
者
雇
用
の
た
め
の
特
例
子
会
社
を
保
有
す
る
企
業
が
、
関
係
す
る
他
の
子
会
社
も
含
め
て
障
害
者
雇
用
を
進
め
る

場
合
に
、
企
業
グ
ル
ー
プ
で
の
雇
用
率
の
算
定
を
可
能
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

障
害
者
雇
用
義
務
の
軽
減
措
置
で
あ
る
除
外
率
等
に
つ
い
て
、
廃
止
に
向
け
て
段
階
的
に
縮
小
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
障
害
者
に
対
す
る
総
合
的
支
援
策
の
充
実

１

雇
用
、
福
祉
、
教
育
等
の
関
係
機
関
が
連
携
し
、
障
害
者
に
対
し
て
就
業
及
び
日
常
生
活
上
の
支
援
を
一
体
的
に
行
う

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
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２

障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
障
害
者
の
職
場
定
着
の
支
援
を
行
う
職
場
適
応
援
助
者
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と

す
る
。

三
、
精
神
障
害
者
等
に
係
る
用
語
の
意
義
の
改
正

精
神
障
害
者
に
つ
い
て
本
法
律
上
の
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る
た
め
、
定
義
規
定
を
置
く
こ
と
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
１
に
つ
い
て
は
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
、
一
の
２
に
つ

い
て
は
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


